
環境基準

地域の類型
時間の区分

該当地域
朝・⼣ 夜間

AA 45ホン(A)以下 40ホン(A)以下 35ホン(A)以下 環境基準に係る⽔域及び地域の

指定権限の委任に関する政令

（昭和46年政令第159号）第２項

の規定に基づき都道府県知事が

地域の区分ごとに指定する地域

A 50ホン(A)以下 45ホン(A)以下 40ホン(A)以下

B 60ホン(A)以下 55ホン(A)以下 50ホン(A)以下

（注）
１ ＡＡをあてはめる地域は療養施設が集合して設置される地域などとくに静穏を要する地域とすること。
２ Ａをあてはめる地域は主として住居の⽤に供される地域とすること。
３ Ｂをあてはめる地域は相当数の住居と併せて商業、⼯業等の⽤に供される地域とすること。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に⾯する地域」という）についてはその環境基準は上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分
時間の区分

朝・⼣ 夜間

Ａ地域のうち２⾞線を有する道路に⾯す

る地域
55ホン(A)以下 50ホン(A)以下 45ホン(A)以下

Ａ地域のうち２⾞線を越える⾞線を有す

る道路に⾯する地域
60ホン(A)以下 55ホン(A)以下 50ホン(A)以下

Ｂ地域のうち２⾞線以下の⾞線を有する

道路に⾯する地域
65ホン(A)以下 60ホン(A)以下 55ホン(A)以下

Ｂ地域のうち２⾞線を越える⾞線を有す

る道路に⾯する地域
65ホン(A)以下 65ホン(A)以下 60ホン(A)以下

［備考］
⾞線とは１縦列の⾃動⾞が安全かつ円滑に⾛⾏するために必要な⼀定の幅員を有する帯状の⾞道部分をいう。

昼間

昼間


